
新潟市民病院告示第１号                    掲示期間 4.5-4.14 

 

コンビニエンスストアにおける新潟市民病院使用料及び手数料収納事務の委託について  

  

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の規定に基づき、コンビニ

エンスストアにおける新潟市民病院使用料及び手数料の収納を、次のとおり委託したので

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１項の規定により告

示する。 

  令和６年４月５日 

                       新潟市病院事業管理者 大谷 哲也 

 

委託事務の内容  コンビニエンスストアにおける新潟市民病院使用料及び手数料

収納事務 

委託期間 令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで 

収納事務受託者    東京都文京区本郷３丁目３３番５号  

三菱ＵＦＪニコス株式会社  

  代表取締役社長 角田 典彦 

 

 

 

 

 

 

 

 


